
評議員・役員等の報酬等に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、定款第９条による評議員の報酬及び定款２４条による理 

事・監事の報酬若しくはその他委員の報酬についての事項を定める。 

 

（評議員の報酬） 

第２条 評議員が評議員会に出席した時、又は社会福祉法人院庄さくらこども

園（以下「法人」という。）の運営のための業務にあたった場合、別表に

より報酬を支払うことが出来る。 

 

（理事の報酬）  

第３条 理事が理事会に出席した時、又はこの法人運営のための業務にあった

場合、別表により報酬を支払うことが出来る。 

  ２ 各年度における報酬の総額は、７５万円以内とする。 

 

（監事の報酬） 

第４条 監事が理事会に出席した時、又は法人及び事業の運営状況を指導又は

監査の業務にあたった場合、別表により報酬を支払うことが出来る。 

  ２ 各年度における報酬の総額は、２５万円以内とする。 

 

（その他委員の報酬） 

第５条 委員とは、この法人の規程により、理事会が選任した者、又は理事長

が委嘱した者をいう。 

 ２ 委員が、この法人運営のための業務にあたった場合、別表により報酬を

支払うことが出来る 

 

（旅費） 

第６条  評議員・理事・監事・委員が会務業務のため市外に旅行するときは、 

旅費を支給する。 

  ２ 支給する旅費の額は、職員の旅費規程を準用する。 

 

（適用除外） 

第７条 この法人の事業を兼務する者は、この規程を適用しない。 

 

 



（改廃） 

第８条 この規程を改廃する必要が生じた場合は、理事会の議を経て、評議員

会の議決を得なければならない。 

 

 

 

附則 

この規程は、評議員会議決の日（平成２９年 6月 22日）から施行する。 

２ 平成２４年４月１日制定の役員専門委員の報酬等に関する規程は、平成 

２９年６月２1日をもって廃止する 

この規程は、改正に伴い平成２９年９月９日から施行する。 

この規程は、改正に伴い平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

別表  

   報酬金額（１回当たり） 

第２条報酬      ５，０００円 

第３条報酬      ５，０００円 

第４条報酬      ５，０００円 

第５条報酬      ５，０００円 

 


